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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人日本放射線技術学会(JSRT)及び財団

法人日本規格協会(JSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業

標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，

このような特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認に

ついて，責任はもたない。 

JIS Z 4752 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS Z 4752-1 第 1 部：総則 

JIS Z 4752-2-1 第 2-1 部：不変性試験－フィルム現像機 

JIS Z 4752-2-2 第 2-2 部：不変性試験－撮影用カセッテ及びフィルムチェンジャにおけるフィルム・増

感紙の密着及び相対感度 

JIS Z 4752-2-3 第 2-3 部：不変性試験－暗室安全光条件 

JIS Z 4752-2-5 第 2-5 部：不変性試験－画像表示装置 

JIS Z 4752-2-6 第 2-6 部：不変性試験－医用 X 線 CT 装置 

JIS Z 4752-2-7 第 2-7 部：不変性試験－口内法撮影用 X 線装置 

JIS Z 4752-2-8 第 2-8 部：不変性試験－X 線防護具類 

JIS Z 4752-2-9 第 2-9 部：不変性試験－間接透視及び間接撮影用 X 線装置 

JIS Z 4752-2-10 第 2-10 部：不変性試験－乳房用 X 線装置 

JIS Z 4752-2-11 第 2-11 部：不変性試験－直接撮影用 X 線装置 

JIS Z 4752-2-12 第 2-12 部：受入試験及び不変性試験－シャウカステン 

JIS Z 4752-3-1 第 3-1 部：受入試験－診断用 X 線装置 

JIS Z 4752-3-3 第 3-3 部：受入試験－ディジタルサブトラクション血管造影 (DSA) 用 X 線装置 

JIS Z 4752-3-4 第 3-4 部：受入試験－歯科用 X 線装置の画像性能 

JIS Z 4752-3-5 第 3-5 部：受入試験－医用 X 線 CT 装置 
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医用画像部門における品質維持の評価及び 
日常試験方法－第 2-12 部：受入試験及び 

不変性試験－シャウカステン 
Evaluation and routine testing in medical imaging departments－ 

Part 2-12 : Acceptance tests and constancy tests of film illuminators 
 

序文 

この規格は，シャウカステン（医用 X 線写真観察器）の受入試験及び不変性試験の方法について規定す

る。この規格で太字にした用語は，箇条 3 で定義した用語である。 

なお，対応国際規格は，現時点で制定されていない。 

注記 この規格では，本文中の太字は JIS Z 4005 及び附属書 A で定義する用語である。 

 

1 適用範囲及び目的 

1.1 適用範囲 

この規格は，画像診断のために医用 X 線写真を観察するシャウカステンに適用する。 

なお，この規格は，シネフィルム用画像観察器には適用しない。 

1.2 目的 

この規格は，次の事項について規定する。ただし，機械的及び電気的安全に関する事項については規定

しない。 

a) シャウカステンの性能又は性能に影響を与える基本的なパラメータ。 

b) 受入試験では，そのパラメータに関する測定値が，指定した許容差に適合しているかを試験するため

の方法。 

この試験は，適切な試験器具を用いて据付（納入）完了時又は完了後に行う。製造販売業者（製造

業者）が行う製品試験段階又は据付段階の試験結果は，受入試験の一部として用いてもよい。目的は，

据付（納入）したシャウカステンが指定した許容差に適合しているかどうかを検証することである。

また，これらの仕様に合致しない性能不良を見つけることである。この規格は，性能パラメータにつ

いての許容差は規定しない。 

c) 不変性試験では，測定した性能パラメータが適用する基準に適合するかを確認する方法。 

この試験は，シャウカステンが受け入れられた後に性能の基準レベルを定める。その後，性能が維

持されているか，是正の必要性を提示する性能の顕著な変化を見つけだし確かめる。適切な改善行為

が必要となる性能パラメータの変動範囲を示すための指針について規定する。 

 

 


